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(57)【要約】
【課題】ユーザーの健常な四肢の機械的寸法に合致する
よう作られた改良型義肢を提供する。
【解決手段】義肢は健常な侭の肢のミラー画像か又は一
般的肢デザインである外面を有する。該健常な侭の肢は
走査され、その表面データは仮想ミラー画像を創るため
に操作される。もし一般的データが使われるなら、該健
常な侭の脚は測定され、該一般的表面は、該義肢が該健
常な侭の肢と同様に見えるよう調整されてもよい。切断
肢の端部も、ソケットデータを得るために測定される。
膝及び足は設計データにより表される仮想義肢を形成す
るために組み入れられる。仮想義肢用の該設計データは
急速プロトタイプ製作機械に送られ、該機械は脚全体を
同時に製作する。一旦完成すると、該義肢は患者へ出荷
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　義肢であって、該義肢が、
　ソケットに連結された上脚；
　前部材および後ろ部材を有する下脚であって、前記前部材が実質的に堅く、前記後ろ部
材は前記前部材の前方へ伸長せず、前記義肢のユーザーを支持するための圧縮負荷が前記
後ろ部材に部分的に分配され；
　前記上脚の下端、並びに前記前部材および前記上脚に関して下脚の回転を可能とする前
記後ろ部材の上端に連結された膝；および
　前記前部材の下部分に係合するスライド面を有する足首部および前記後ろ部材の下端に
連結された踵部を有する足、
を含み、
　前記上脚、下脚、および膝がそれぞれ、前記上脚および下脚の長さに実質的に平行であ
り前記膝の回転の軸に垂直な連続的な平面層を有する、
ことを特徴とする義肢。
【請求項２】
　前記膝が、複数の回転可能な連結を有することを特徴とする請求項１記載の義肢。
【請求項３】
　前記義肢が、それぞれベアリングを部分的に囲むくぼみを含むことを特徴とする請求項
１記載の義肢。
【請求項４】
　前記上脚または前記下脚の外面が、一般的脚の表面データを参照して設計されることを
特徴とする請求項１記載の義肢。
【請求項５】
　前記一般的脚の表面データが、ユーザーの健常な脚の寸法に適合するように修正される
ことを特徴とする請求項４記載の義肢。
【請求項６】
　前記足が、前部および主要部を含み、これらが弾性部材により連結され、前記前部が前
記主要部に関して回転可能となることを特徴とする請求項１記載の義肢。
【請求項７】
　前記下脚が前記足に関して回転し、該足のスライド面が前記前部材の下部分に対してス
ライドし、前記踵部と前記膝との間の距離が変化し前記後ろ部材が弾性的に変形すること
を特徴とする請求項１記載の義肢。
【請求項８】
　前記下脚が前記足の前部に向かって前進し、前記踵部と前記膝との間の距離が増加して
前記後ろ部材を伸ばし、前記後ろ部材の弓部が平らになることを特徴とする請求項７記載
の義肢。
【請求項９】
　前記下脚が前記足の踵部の方向に回転して戻り、前記踵部と前記膝との間の距離が減少
して前記後ろ部材を圧縮し、前記後ろ部材の弓部が増加することを特徴とする請求項７記
載の義肢。
【請求項１０】
　前記下脚が前記足の中心軸に関して側方に回転し、前記足の踵部が前記後ろ部材を側方
に変形させることを特徴とする請求項７記載の義肢。
【請求項１１】
　前記後ろ部材のばね機構が所定のばね率を有することを特徴とする請求項１記載の義肢
。
【請求項１２】
　前記足が前記下脚に関して回転可能となるように、前記前部材の下端が、前記足に連結
された凹型の球面に対してスライドする凸型の球面を含むことを特徴とする請求項１記載



(3) JP 2014-61402 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

の義肢。
【請求項１３】
　前記足が前記下脚に関して回転可能となるように、前記前部材の下端が、前記足に連結
された凸型の球面に対してスライドする凹型の球面を含むことを特徴とする請求項１記載
の義肢。
【請求項１４】
　ビームであって、該ビームの第１端に連結された凸型の球面を有し、該ビームの第２端
が前記足の踵部に連結され、前記凸型の球面に加えられる下方への力により前記ビームが
曲がる、ことを特徴とするビームをさらに含むことを特徴とする請求項１記載の義肢。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に義肢に関し、特にユーザーの健常な四肢の寸法にマッチした改良型義
肢に関する。
【背景技術】
【０００２】
　義肢は、腕又は脚等の欠損した四肢にとって代わるもので、疾病又は事故を含む種々の
理由で必要になる。人工的四肢は欠損した又は障害のある四肢で生まれた時も必要である
。使用される義肢の種類は、主として切断又は喪失の程度及び欠損四肢の位置により決定
される。下腿義足は、膝下でユーザーに取り付けられる人工的脚であり、下脚、足首及び
足を含む。大腿義足は、膝上でユーザーの切断肢に取り付けられる人工的脚であり、上脚
及び機械的膝を含む。前腕義手は、肘下でユーザーに取り付けられる人工的腕であり、前
腕及び手を含む。上腕義手は、肘上でユーザーに取り付けられる人工的腕である。
【０００３】
　アフリカの大きな部分を含む、世界の発展途上地域では、切断の主導的原因は工業、車
両及び戦争関連の事故である。北米及び欧州の様なより発展した地域では、切断の主導的
原因は癌、感染症及び循環系を含む疾病である。合衆国では、毎年約１００，０００本の
脚が糖尿病、血管系疾病、事故及び癌で失われる。それ程、多くの切断があるので、義肢
の実質的ニーヅがある。
【０００４】
　義肢の技術は非常に改善された。特に、人工的な膝及び足が、向上した可動性及び機能
性を提供する義足用に開発されて来た。義肢の技術及び力学は大幅に進化したが、該デバ
イスが意図される人間の美的面には非常に僅かの配慮しか払われてない。図１を参照する
と、ユーザーの切断した脚の端部と係合する凹面を有するソケット１２１を備えるモダン
な義足１０１が示されている。該ソケット１２１は、切断肢の端部上に圧縮力を分布させ
るクッション付きプラスチック構造体とするのが典型的である。ソケット１２１の底部は
パイロン１２３に取り付けられるが、該パイロンはチタン又はアルミニウム製のチューブ
状支持部である。該パイロンは押し出し過程で製造される。該パイロン１２３の底部は、
成形プラスチック構造体である人工的足１２５に取り付けられる。義足１０１は、より均
一な形状を提供するためにソケット１２１及びパイロン１２３に取り付けられるフォーム
のカバー１２７を有する。ボルト、ねじ及び接着剤を含むファスナーを使って、種々のソ
ケット１２１、パイロン１２３及び足１２５が一緒に結合される。
【０００５】
　現在の義肢での問題は、これらの義肢が世界の遠隔部分に住む人々には容易には入手出
来ないことである。これらの人々の多くは、義肢製造者へのアクセス方法を有しない。又
、義肢は非常に高価なので、多くの人々は義肢を買う財源を有しない。これらの財源無し
では、被切断者は適切に設計した義肢を得ることが出来ず、松葉杖又は車椅子の様な他の
移動用デバイスに依存する。低品質の脚の１つの欠点は、基本的ヒンジから成る膝である
。この膝は、上脚及び下脚を人間の脚の様に回転可能にしながら、膝が各歩みでロックア
ウトせず、倒れ又は不確実なステップの危険性を増させる。これらのデバイスは基本的移
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動力を提供するが、これらのデバイスは腕の使用を要するので、義肢程実用的でない。従
って、ユーザーは移動時に彼又は彼女の腕を使えない。必要なものは最小の機器で患者用
に作られ得る、より費用効果的な義肢である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明はユーザーの健常な四肢の機械的寸法に合致するよう作られた改良型義肢に向け
られる。該義肢はコンピュータ支援設計（ＣＡＤ）ソフトウエア及びコンピュータ制御製
作過程を使って義肢設計者により創られる。該義肢は脚として説明されるが、同じ過程は
　義手を作るために使用されても良く、この様であるので、義手も本発明の範囲内に入る
よう意図されている。
【０００７】
　義足はコンピュータ支援設計システムを使って患者用に創られる。該義足は上脚、膝、
下脚及び足を含んでもよい。該ユーザーが、もし健常な脚を有するなら、合致する機械的
寸法を有する義足が設計される。合致する義足を精密に創るために、該ユーザーの健常な
脚の機械的寸法が最初に測られる。健常な脚の測定は光学的測定デバイスで行われるのが
好ましいが、何等かの他の測定デバイスが使われてもよい。該測定デバイスは、足、足首
、下脚、膝及び上脚を含む健常な脚の長さ及び相対位置を得るため使われる。
【０００８】
　下脚は、ボール継ぎ手を有する可動可能な足首で足と結合される。実施例では、下脚は
膝から足首まで延びる２つの部材を有する。前部材は主要負荷支持構造体であり、該構造
体は、足内に作られるボール及びソケット足首継ぎ手に結合される。後ろ部材は柔軟な構
造体であり、該構造体は下脚の頂部及び足の踵で該前部材に結合される。ユーザーが歩く
時、前部材は堅く、一方後ろ部材は該ユーザーが歩くにつれて膨張及び収縮する。踵がグ
ラウンドに接すると、足は前へ回転し、後ろ部材は圧縮される。下脚が直立時、前部材は
前へ回転し、後ろ部材はその正規姿勢へ延び、次いで下脚が更に前へ回転すると、後ろ部
材は延ばされる。後ろ部材の弾性が足用のばね機構を提供し、又、足を左右に回転可能に
する。
【０００９】
　基本的足寸法に加えて、着用時に義足が快適であるように、ソケット形状は切断肢の端
部と非常に密接に対応せねばならない。ソケット設計データは義肢専門家により提供され
るのが典型的である。脚面データの様に、ソケット設計データは切断肢の端部の光学的走
査を通して得られる。代わりに、切断肢の端部は種々の機械的測定デバイスを用いて手動
で測られてもよい。これらの測定値はソケット面形状を創るために使われ、該形状は切断
肢の端部の実質的に逆形状である。ソケット設計は、切断肢とソケット壁の間に置かれる
柔軟材料を計算に入れる。実施例では、切断肢の端部の測定値もデジタル化され、電子的
メモリー内に記憶されるので、ソケットと脚の両者のデータは次いで組み合わされ、ユー
ザー用の精密な義肢を作るためにＣＡＤシステムにより使われる。
【００１０】
　膝設計は、義足の他の設計パラメーターに基づき設計者により選択されるストックデー
タフアイルに依る。要素は脚の側部、患者の体重、健常な侭の膝の動き、他を含んでもよ
い。適当な膝設計は、この情報に基づき選択されてもよい。好ましい実施例では、膝は上
脚及び下脚と結合された多数のリンク結合を含む。該リンク結合は、該リンク結合の端部
の孔内で回転するロッドにより膝に結合された細長い部材であってもよい。該多数リンク
結合は、該義肢を健常な膝の動きを再現する仕方で動くことを可能にする。現実的動きを
提供するのに加えて、該膝は又、脚を安定化させるロック機構を有する。例えば、膝は、
脚が真っ直ぐになった時、駆動されるロック機構又は自動ロック機構を用いて特定位置で
ロックする。該ロック機構は、該ユーザーにより制御される手動レリース、又はユーザー
が前へ脚を動かす時を検出する自動レリースを有してもよい。
【００１１】
　実施例では、該膝は、該ユーザーが前部材及び後ろ部材を有する下脚に体重を印加する
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と駆動される自己ロック機構を有する。該前部材は、足内に作られるボール及びソケット
の足首継ぎ手に結合され、後ろ部材は、足の踵に結合される柔軟構造体であってもよい。
大きい直径のロッドが上脚の底部に結合され、該膝の幅を横切って延び、“Ｃ”型クラン
プが該ロッドの周りに置かれ、下脚に結合される。Ｃ型クランプの１端は前部材の頂部に
結合され、該Ｃ型クランプの第２端は後ろ部材の頂部に結合される。該後ろ部材が圧縮さ
れると、該Ｃ型クランプはロッドの周りで締められ、下脚を適切な位置にロックする。ユ
ーザーが前へ動くと、後ろ部材は延ばされ、該Ｃ型クランプは緩められ、該緩めは下脚が
上脚に対し回転することを可能にする。該下脚が上げられ、後ろ部材が正規状態にあると
、該Ｃ型クランプは僅かの摩擦をロッドに印加し、該印加は下脚がユーザーにより位置決
めされることを可能にするが、該下脚が自由にスイングすることを防止する。
【００１２】
　該義足の膝と足首は、膝及び足首でのスライド連結を有してもよい。摩擦を最小化する
ために、これらの連結点には潤滑剤が使われてもよい。代わりに、これらの回転連結に低
摩擦ベアリング又はブッシングが使われてもよい。１実施例では、ボール又はローラーの
様なベアリングが膝又は足首の小さなくぼみ又は凹部に置かれてもよく、該くぼみ又は凹
部は該ベアリング用のレース又はスライド面として機能する。該ベアリングを挿入するこ
とにより、スライド部品による回転摩擦が減じられる。
【００１３】
　１つの実施例では、ユーザーの健常な足が走査され、該義足の設計に使われる。もう１
つの実施例では、健常な足が測定されるが、走査はされない。ミラー画像の足を作るより
寧ろ、合致する長さと幅を有するストックの足設計値がデータベースから検索される。該
検索された設計データは次いで該義足設計に集積化され、該脚の残り部分と同時に作られ
る。なおもう１つの代替え実施例では、足は種々の寸法とモデルで製造されたストック品
目とする。或る足はエネルギー蓄積部材を有し、該部材は該ユーザーが効率的に走ること
を可能にする。代りに、足が健常な足に合致するよう寸法取りされ、該足はユーザーが合
致した靴を履くことを可能にする。ストック足部品のデジタル表現がデータベース内に記
憶され、該データベースが設計システムによりアクセス可能である。
【００１４】
　義肢専門家は、コンピュータ上に表示される完全な仮想的義足を創るために、脚データ
をソケット、膝及び足のデータと組み合わせるＣＡＤベースのアップリケーションを使う
。これらのジーユーアイ（ＧＵＩ）制御部は、義肢設計者が種々の仕方で義肢設計を変え
、脚の動き及び外観を制御する作られた変数により呼称されるパラメーター内で種々の設
計属性を誂えることを可能にする。例えば、該脚と共に使われる足、膝及びソケット部品
を変えるためにジーユーアイ（ＧＵＩ）ツールが使われてもよい。従って、義肢設計者は
健常な脚の機械的形状に実質的に合致する義足を創ることが出来る。
【００１５】
　適当な寸法であることに加えて、該義足は又必要な使用法に対して充分に強くなければ
ならない。義足は、走りながら又はジャンプしながらユーザーの体重及び衝撃を支えるこ
とが出来なければならず、義手は普通の使用力に耐えることが出来なければならない。１
実施例では、義肢の強さは、義肢部品の形状と、該部品を作るために使われる材料とによ
り決定される。適当な材料は、高強度ポリアミドの様な高強度プラスチック、金属、合金
及びエポキシバインダー内の炭素繊維の様な複合材を含む。
【００１６】
　該ＣＡＤシステムが義足の負荷支持部材を設計するため使われてもよい。一般に、義足
はユーザーにより要求されるより遙かに強い。代わりの実施例では、義肢設計者はユーザ
ーの重量及び活動レベルをＣＡＤシステムに入力し、必要強さは期待される負荷に基づき
計算される。該ＣＡＤシステムは、次いで該負荷要求を支持出来る負荷支持構造体を設計
する。義足は費用が効果的であるよう意図されるので、負荷支持部材は、負荷全体を支持
する単純な充実した又は中空の細長い構造体である。代わりに、義足は健常な脚に対応す
る外面を提供する細長く中空の構造体であってもよい。
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【００１７】
　一旦設計が終わると、該ＣＡＤシステムにより作られる設計データは義足を作るために
使われる。ソケット及び脚用の情報がデジタルフォーマットになっているので、患者は遠
隔の場所に居ることが出来て、そして脚設計情報はより工業的地域に配置された義肢製作
者へ電子的に容易に伝送することが可能である。該脚は、そこで該設計データを使って作
られ、遠隔の田舎の場所に配置された患者へ出荷されてもよい。
【００１８】
　好ましい実施例では、義足は、液体又は粉体化された材料のバスに向けられたエネルギ
　ービームを使う急速プロトタイプ製作過程により作られる。同様な製作過程は、付加的
製造法、急速製造法、成層製造法、３次元プリンティング、レーザーシンタリング、そし
て電子ビーム溶融法（ＥＢＭ）として公知である。これらの製作過程は、材料を横切るよ
う偏向されて被露光材料を硬化させるエネルギービームを使う。もう１つの可能な製造過
程は、溶融材料堆積法（ＦＭＤ）である。
【００１９】
　断面設計データは層の連続的なシリーズの層の中で主又は全脚組立体を作るために製作
機械により使用される。材料の各層が硬化されると、脚部品の完成部分が該バス内へ垂直
に移動され、次の断面層が形成されて隣接の形成された層に溶融される。全層が形成され
ると、脚部品は完成する。該製作過程はスライド面を創るよう精密に制御されるので、膝
でさえ義足の他の部分と同時に作られ得る。
【００２０】
　好ましい実施例では、義足は全てが同時に作られる上脚、膝、下脚及び足を有する１つ
の集積化構造体として作られるので、仕上がり製品は完全である。上記で論じた様に、本
発明の義足の可動部品は回転部品を有する膝と結合される。例えば、該膝は孔内で回転す
るロッドを有するリンク結合又は回転部品を有する。急速プロトタイプ製作法は、中央軸
に直角な材料層を堆積することにより孔及びロッドが形成される時、ロッドと対応する孔
を最も精密に同時製作する。従って、該層は連続的に形成され、孔及びロッドの中央軸に
対して直角である。膝は、該脚の長さに実質的に直角で、グラウンドに平行な軸の周りに
回転し、従って、該孔及びロッドが膝の幅を横切るよう整合される。足全体が同時に作ら
れるので、脚を形成する層は、該脚の一方の側から反対側に連続的に形成される。
【００２１】
　もう１つの実施例では、脚は、製作後に追加又は置換されてもよい１つ以上の置き換え
可能なストック部品を有してもよい。例えば、足は下脚に取り付けられるストック部品で
あってもよい。同様に、ソケットは、該ソケットがユーザーの切断された肢の端部が変化
した時に変型されるよう取り除き可能又は調整可能であってもよい。
【００２２】
　本発明は図面と連携する本発明の下記の詳細説明を参照することにより更に完全に理解
されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来技術の義足の図面である。
【図２】健常な脚をデジタル化するため使われる走査デバイスの図面である。
【図３】義足の図面である。
【図４ａ－４ｃ】義足の下脚及び足の異なる位置に於ける断面図である。
【図５】義足の下脚及び足の実施例の図面である。
【図６ａ－６ｂ】義足の膝、下脚及び足の実施例の断面図である。
【図７ａ－７ｄ】種々の位置でロックする膝を有する義足の断面図を図解する。
【図８】ロックする膝の断面図を図解する。
【図９】足首の実施例の断面図を図解する。
【図１０ａ－１０ｂ】ロッド及び孔の組立体の実施例の断面図である。
【図１１】部分的に作られたロッド及び孔の組立体を図解する。



(7) JP 2014-61402 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

【図１２】走査された健常な脚の表面データを使う義足の設計、製作及び配送用のフロー
チャートである。
【図１３】一般的な脚の表面データを使う義足の設計、製作及び配送用フローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２４】
　本発明は集積化構造を有する誂え設計義肢に関する。本発明の義肢は主として義足に向
けられているが、同じ設計及び製作過程は、又義手を創るために使われてもよい。義肢は
、好ましくはコンピュータ支援設計（ＣＡＤ）プログラムを使い工業的設計者により設計
　されるのがよい。
【００２５】
　実施例では、本発明の義足は、人間の大腿、膝、下腿及び足として機能する負荷支持部
品を有する。負荷支持部品の上脚は、切断肢の端部を係合させるソケットに取り付けられ
る。上脚の下端と下脚の上端とは人工膝に結合される。下脚の下端は人工足に結合される
。義足用の機械的データはソケット、膝及び足の相対的位置のみならず、健常な脚の形状
及び動きに基づくこれらの部品の動きも含む。患者用の機械的データは義肢専門家により
提供される。この機械的データはデジタル化され、義足を設計するために参照されるＣＡ
Ｄプログラムに入力される。適当なＣＡＤプログラムの例は、パラメトリック技術社（Ｐ
ａｒａｍｅｔｒｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）に依るプロ／エン
ジニア（Ｐｒｏ／Ｅｎｇｉｎｅｅｒ）である。他のＣＡＤソフトウエアはエス．エイ．ダ
ッソーシステムズ社（Ｄａｓｓａｕｌｔ Ｓｙｓｔｅｍｅｓ，Ｓ．Ａ．）の子会社のソリ
ッドワークス社（ＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）によるソリッドワー
クス（ＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ）を含む。
【００２６】
　実施例では、義足の外面は、ユーザーの健常な脚に合致したミラー画像である。健常な
脚の表面データはレーザー走査過程により得られ、ＣＡＤプログラムへ入力される。図２
を参照すると、健常な脚２０５は３次元レーザー走査器２０７で走査される。該脚２０５
は、完全な３次元デジタル画像を得るために多数の側から走査されなければならない。走
査器２０７は、脚２０５の表面上の多数の点の幾何学的測定値のデータセットを創る。３
次元デジタル画像の精度及び詳細は、脚２０５のより多くの測定値を取ることにより改善
される。健常な脚２０５のデータを得ることに加えて、説明されたレーザー走査方法は、
切断肢２０９の端部用の表面測定データを得るため使われてもよい。健常な脚２０５の正
確なカラーが決定され、義足２１１の創作に使われるように、カラー情報を集めるために
光検出器が使われてもよい。適当な手持ちレーザー走査器はポルヘムス（Ｐｏｌｈｅｍｕ
ｓ）に依るファーストスキャン（ＦａｓｔＳｃａｎ）システム及びハンディスキャン（Ｈ
ａｎｄｙｓｃａｎ）に依るハンディスキャンスリーデー（Ｈａｎｄｙｓｃａｎ ３Ｄ）シ
ステムを含む。健常な脚の表面の決定用には光学的走査が好ましい方法であり、他の実施
例では、この表面情報を得るために何等かの他の光学的、電磁的又は機械的方法が使われ
てもよい。
【００２７】
　幾つかの走査システムは１ｍｍより小さい解像度で表面輪郭を検出出来るが、説明され
る走査は、健常な脚の外面に実質的に似て見える義足を創るために、このレベルの精度を
必要としない。或る実施例では、バーコードリーダーの様な走査機構をユーザーの健常な
脚の走査用に適合させることは可能である。捨てられ、変型された食料雑貨店のバーコー
ドリーダーが、義足の外面を創るために使われる受け入れ可能な表面データを作るために
使われた。
【００２８】
　該走査データはＣＡＤプログラムにより読み得る使用可能な面フアイルに変換される。
特に、健常な脚２０５の走査からの表面データは、再生過程を通して健常な脚２０５の形



(8) JP 2014-61402 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

を外挿するために参照されてもよい。該再生過程は、多角形モデルを形成する多数の小多
角形形状から連続面を作るために、点クラウドをして知られる隣接する点を走査脚データ
からのラインで接続するアルゴリズムを使う。該再生過程により作られたデータは健常な
脚２０５の表面に密接に合致する連続３次元デジタル表現である。同じ再生過程が切断肢
２０９の端部用の表面データを得るため使われてもよい。走査器データ再生過程を行うた
め使われるソフトウエアの例は、ジオマジック（ＧｅｏＭａｇｉｃ）に依るジオマジック
スタジオ（Ｇｅｏｍａｇｉｃ Ｓｔｕｄｉｏ）、及びパラメトリック技術社によるプロ／
エンジニヤ用のプラグインモジュールであるプロスキャンツール（Ｐｒｏ Ｓｃａｎ Ｔｏ
ｏｌｓ）である。
【００２９】
　該健常な脚用の再生面フアイルはＣＡＤプログラムへ入力される。義肢設計者はミラー
画像デジタル表現を創るために健常な脚データを、逆ミラー画像化し、かつ操作するよう
該ＣＡＤプログラムを使う。このミラー画像データは、次いで義足の外面の設計で使われ
る。該脚及びソケットデータは義足の外面を形成するため使われる。健常な側の脚形状が
外側義肢面の創生で参照され、一方切断肢の端部を表現するデータが上脚用ソケットを創
るために参照される。
【００３０】
　充実した物理的構造体に加えて、人工の膝及び足首を含む充分に機能する義足には可動
部品が必要である。図３を参照すると、ユーザーは、切断肢２０９の端部に対する人工膝
３３１及び足３４１の正確な相対配置を決めるために義肢専門家と相談することが出来る
。該義肢専門家は該健常な脚２０５の測定値を使い、この情報を、該義足の該ソケット、
人工膝３３１及び足３４１の相対位置を決めるスタート点として使う。
【００３１】
　切断肢２０９の端部に対する人工膝３３１及び足３４１の配置は該義肢専門家により指
定され、該ＣＡＤプログラムに入力される。これらの部品はコンピュータ上で該義足内に
表示される。該ＣＡＤプログラムは部品を拡大、回転、追加又は除去又は変更するために
該部品を操作し、義足の動きを示すことが出来る。 全ての内部の機械的設計情報は将来
の変型又は義肢製作用にコンピュータが読めるフォーマットで保存される。これは患者が
なお成長中の子供である時、特に有用である。義肢データは成長の理由で変えられてもよ
い。記憶された義足設計の改訂は全く新しい脚を作るより容易である。
【００３２】
　義足は、該上脚及び下脚を作るため使われる内側及び／又は外側構造部品を有してもよ
い。該上脚及び下脚は細長い負荷支持部材であり、負荷支持する外側面と、やはり負荷支
持する内側構造体とを有してもよい。例えば、内側構造体は細長い充実した部材であり、
外側構造体は該健常な脚のミラー画像である細長い中空部材であってもよい。該内側及び
外側構造体は追加部材と結合され、枠組み又は格子を形成する。代わりの実施例では、該
脚の外側面は、何等の内側負荷支持構造体も無しに必要な負荷を支持するのに充分な強度
を有する。この実施例では、該外側面は健常な脚にマッチするか又は似ており、一方該脚
の内側容積は空いた空間である。該中空空間は該義足が軽量であり、ユーザーの体重を支
えるのに充分強いことを可能にする。
【００３３】
　図３を参照すると、該下脚３２３は、ユーザーの体重を支えるのに要する強度の大部分
を提供する前部材３３７と、後ろ部材３３５との２つの細長い部材を有する。該脚２０５
が直立位置にある時、圧縮力は該前部材３３７と後ろ部材３３５の間に配分される。代わ
りに、該前部材３３７及び後ろ部材３３５が圧縮強さを提供するよりも他の機能を果たす
ことができる。例えば、義肢設計者は、該足３４１が足首の範囲で回転するように、該足
３４１と下脚３２３との間の柔軟な連結を提供することができる。後ろ部材３３５は、足
３４１がもっと自然で快適な仕方で動けるように、足３４１の後ろに柔軟に結合すること
ができる。また、足３４１は、ユーザーが歩いている間に該足が幾らかのクッション作用
を提供するように一層柔軟に設計するようにできる。足２０５全体が同じプラスチック材



(9) JP 2014-61402 A 2014.4.10

10

20

30

40

50

料で作られるのが好ましいので、柔軟性は、回転軸に平行な薄い材料断面を使うことによ
り、柔軟性が足３４１の特定範囲内へと設計され、そのために、足３４１の前部が足３４
１の後部に対し曲がることが出来る。脚２０５を創るために使われるプラスチック材料が
弾性を有するので、足３４１の曲げは足３４１に印加される力に比例する。例えば、ユー
ザーが歩く時よりも駆ける時に大きな力が足３４１に印加されることは、柔軟な部品の曲
げの増加に帰着する。
【００３４】
　図４ａ、４ｂ及び４ｃは下脚４２３及び足４４１の代わりの実施例の断面図である。前
部材４３７及び後ろ部材４３５の上端は下脚４２３の膝の下で結合される。該前部材４３
７は足４４１まで実質的に直線路で伸び、主負荷支持構造体として機能する。該前部材４
　３７の底部は円柱形、ボール又は凸型球面４４３を有し、該面は足４４１の対応する円
柱形又は球形ソケット４４５内でスライドする。従って、該前部材４３７が該足４４１に
堅くないように結合される。該ソケット４４５は該ボール面４４３の上部部分を囲むので
、該ボール面４４３が凹型球形ソケット４４５内に補足され、該足４４１が該前部材４３
７の下端に確実に結合される。
【００３５】
　後ろ部材４３５は、下脚４２３の頂部での前部材４３７との結合部から湾曲した形で足
４４１の踵にまで延びる。該後ろ部材４３５は足４４１を適切位置に保持し、足４４１が
下脚４２３に対し回転することを可能にするばね機構を提供する。後ろ部材４３５が湾曲
しているので、後ろ部材４３５の端部間の距離は、足４４１が前部材４３７に対し動く時
に、弾性的に延ばされるか、又は圧縮され得る。後ろ部材４３５は前部材４３７より遙か
に細い方が好ましく、従って、該後ろ部材は曲がり、下脚４２３に対する回転への足４４
１の抵抗を制御出来る。義肢設計者は、特定のばね率を提供するために後ろ部材４３５を
変えることができる。より重いユーザーは、より軽量なユーザーよりも強いばね率を必要
とする。同様に、活動的でないユーザーは、運動型ユーザーより弱いばね率を好んでもよ
い。
【００３６】
　図４ａは、該前部材４３７に対し前方へ角度が付けられた足４４１を有する踵４５１の
前方部分にある脚を図解する。足４４１の動きは後ろ部材４３５を圧縮させ、該部材が大
きく外方に弓型化する。図４ｂは正常な真っ直ぐな位置の脚を示す。足４４１は下脚４２
３に実質的に直角で、後ろ部材４３５は該部材の自然状態にある。図４ｃは足４４１に対
し前方位置の脚を図解する。ボール面４４３はソケット４４５内で回転し、後ろ部材４３
５は延ばされ、後ろ部材４３５の曲率をフラット化させる。該後ろ部材４３５は弾性的に
曲げられるので、足４４１に力が印加されない時、足４４１は脚の前部材４３７に直角な
普通位置に戻ろうとする。
【００３７】
　前部材４３７の底部はボール面４４３であり、該ボール面は左右を含んでどんな方向に
も回転出来る。ユーザーが不均一面上へ踏み出す時、足４４１の底部が該不均一な面に合
わせるように足４４１は回転出来る。足４４１が左右に回転する時、該後ろ部材４３５も
一方の側に弾性的に曲がる。後ろ部材４３５の左右へのばね率は前から後ろへの動きと異
なるようできる。該左右の運動は後ろ部材４３５を側方に偏向させるので、左右へのばね
率は後ろ部材４３５の厚さにより制御される。より厚い後ろ部材４３５は、より薄い後ろ
部材４３５より左右運動に対し抵抗性である。後ろ部材４３５の厚さは左右の安定性を提
供するよう好適に設計されるが、足４４１が該面との最大接触面積を有することを可能に
するように或る回転運動をも提供するので、牽引が改善され、足４４１は、スリップし難
く、ユーザーを転ばせ難くする。
【００３８】
　脚と足との、ボール及びソケットの連結が、脚の基部のボールと足内のソケットとを用
いて説明されたが、異なる形状を持つことも可能である。図５を参照すると、足５４１は
、柔軟なポスト５５７の端部に設置されたボール面５４３を組み入れでき、該ポストはユ
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ーザー用の追加のクッション作用を提供できる。足５４１が面に衝突する時、ユーザーの
体重は該脚に対し印加され、前部材５３７の凹型の球面５４５を該ボール面５４３に対し
圧縮する。該ポスト５５７は該ボール面４４３及び前部材５３７の直下にはないので、該
衝撃は該ポスト５５７を下方へ弾性的に曲がらせる。この偏向はポスト５５７の弾性曲げ
であり、ユーザーの体重の衝撃力を緩和する。該下脚が足５４１に対し回転すると、該ボ
ール面５４３は該前部材５３７の底部で球形ソケット５４５に対しスライドできる。後ろ
部材５３５は柔軟であり、足５４１の後部に堅く結合され、該後ろ部材は足５４１が左右
のみならず図４ａ及び４ｂで図解された同じ仕方で動くことを可能にする。義肢設計者は
ポスト５５７のばね率に基づき、下脚のばね率を制御できる。より太いポスト５５７がよ
り重く、より運動型のユーザーで使用できる。
【００３９】
　義足と共に使われる人工足は足のデータベースから選択できる。人工膝の様に、種々の
異なる寸法及び形の足のデジタル表現が入手可能である。又、適当な足が患者用に義肢専
門家により選択され、そのデジタル表現は義足の設計で使用できる。例えば、足は、該足
が、圧縮力が踵及び爪先に印加された時、エネルギー蓄積及びクッション作用を提供する
ように、柔軟であるように設計できる。脚全体は、膝及び足が集積化され、義足から分離
可能でないように、同時に作ることができる。同時製作は、又膝及び足が機械的関連を有
することを可能にするので、膝運動は足角度により直接影響される。この機械的関係は、
膝と足が独立して、通常別々の製造者により、作られる時には、生じない。
【００４０】
　足首の周りでの脚に対する足５４１の運動に加えて、足５４１の爪先部分５４５も又足
５４１の踵部分に対して動くことが出来る。義足を創るため使われるプラスチック材料は
弾性を有し、部品は曲げ範囲で部品の厚さに基づき堅く又は柔軟に作ることができる。実
施例では、足５４１は薄い柔軟な断面を有し、該断面は足５４１が爪先５４５の普通に曲
がる範囲で曲がることを可能にする。好ましい実施例では、該爪先は足５４１の残りと普
通に整合される。ユーザーが歩き、足５４１が上げられる時、踵５５１は上げられるが、
足５４１の前部がなお面上にある時、範囲５４５は曲がるので、足５４１の前部は該面と
充分に接触したまま留まる。足５４１の前部が該面から離れると、該前部は足５４１に対
し正常な整合された位置に戻る。この特徴は義肢足５４７と脚が自然な仕方で動くことを
可能にする。
【００４１】
　足の底部は地面と接触し、把持力を提供して脚を安定化し、義足での歩行を可能にする
。実施例では、ユーザーは地面での必要な牽引を提供するために該足上に靴を履いてもよ
い。他の実施例では、主な足は硬いポリアミド製であり、一方、足の底部は弾性のあるゴ
ムタイプの材料であり、該材料は主な足に取り付けられる。該弾性材料は牽引とクッショ
ン作用を提供するので、ユーザーは足の上に靴を履く必要はない。実施例では、足の太さ
は、靴無しでユーザーの健常な足に合致するように構成できる。足の底部は把持範囲を有
しており、該把持範囲が牽引を提供し、滑りに抵抗する。牽引範囲に加えて、弾性層が足
の底部に取り外し可能に取り付けできるので、ユーザーが該健常な足に靴を履く時に、該
弾性層が足に取り付けられ、義足の長さが健常な脚及び靴の長さに合致される。該弾性材
料は、特に濡れた面上で追加の牽引を提供するように織られた１つ以上のピースとするこ
とができる。該弾性材料は該足の部分を弾性付加用に囲むことにより該足に取り付けでき
るし、又は代わりにストラップ、ねじ、ベルクロ（登録商標）等の様なファスナーにより
取り付けできる。この構成は、合致した脚の長さを提供するためにユーザーに義肢の足の
上に靴を履く、又は義肢足に層を取り付ける、オプションを与える。
【００４２】
　本発明の義足のもう１つの運動部品は膝であり、該膝は簡単なヒンジ型カップリングと
することができ、他の実施例では、膝義足は人間の膝の複雑な運動を模倣する複数の可動
リンク結合を有するようできる。多数リンク結合膝は、下脚義足を健常な脚の動きに合致
する仕方で動かさせるよう設計される。該膝が孔又はブッシング内を回転するロッドを有
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する可動構造体であるために、可動部品間の許容差は不安定膝をもつことを避けるため非
常に狭くしなければならない。又、該膝は印加される力を支える実質的な量の強度を提供
しなければならない。膝に使われるリンク結合は、各端部で旋回する充実構造体が好適で
ある。該リンク結合の強度はリンク結合の太さを増すか、或いは膝の幅を横切って平行に
配置された多数のリンク結合を有する膝を構成することにより改善することができる。
【００４３】
　該膝は人間の膝の運動を模倣する多数のリンク結合の組立体を有するストック設計とす
ることができる。種々の寸法の患者と種々の種類の予想使用法用に種々の膝設計が使用で
きる。義肢設計者は、寸法、体重、活動レベル、可動性、強度、健常な膝の動き、他を含
むユーザーの物理的特性に基づき適当な膝設計を選択できる。種々の膝設計の寸法及び動
　きはコンピュータデータベース内に記憶される。該膝設計は上及び下脚に結合される複
数のリンク結合部を有するようにできる。ロッドと孔により連結されるのが好適な膝リン
ク結合部は、人間の膝の動きをシミュレートするよう回転できる。該リンク結合の回転が
部品間のスライドする摩擦に帰着するので、スライドする面は潤滑を必要とする。
【００４４】
　図６ａ及び６ｂは、種々の位置での義足６２３の膝６５１部分の多数リンク実施例の断
面図である。図６ａを参照すると、上脚は下脚と整合され、膝６５１は直線上の位置にあ
る。図６ｂは部分的曲げ位置にある膝６５１を図解する。円形の特徴部６５３はロッドを
表しており、該ロッドは円形断面を有し、円柱形孔内で回転する。膝６５１の回転は脚が
回転することを可能にする。
【００４５】
　図６ａに示す直線上の位置で、下脚は適切位置にロックされるので、ユーザーは該膝を
曲げさせて崩壊させることなく、該脚に体重を印加出来る。この特徴はユーザーが歩いて
傾斜面又は階段を昇り、降りする時に特に有用である。該ロック用機構はねじ又はレバー
の様なロック用デバイスの如き機械的デバイスとすることができる。代わりに、該ロック
用機構は、ユーザーの動きに応答するデバイスとすることができる。例えば、該膝６５１
は、足が地面の上にあり、脚が真っ直ぐな時にロックする。該膝６５１は、ユーザーが前
方へ歩行運動を始めるために、足を上げて膝を前方へ動かす時に、ロックを外すようにで
きる。
【００４６】
　図７ａは、自動膝ロック機構を有する本発明の義足９５１のもう１つの実施例を図解す
る。大きな直径のロッド９６１が上脚９５３の底部と結合され、膝の幅を横切って延びる
。“Ｃ”型クランプ９７１が下脚９５５と結合され、１端は前部材９５７に結合され、反
対端は後ろ部材９３５と結合される。図７ａを参照すると、下脚９５５は直立位置で示さ
れる。普通量の圧縮力が後ろ部材９３５に印加され、該部材はＣ型クランプ９７１をロッ
ド９６１の周りで締張させるようにする。該Ｃ型クランプ９７１の端部間には普通のギャ
ップがある。従って、該ユーザーが直立して立っている時、下脚９５５は適切位置に保持
され、該ユーザーにより位置付けられる。
【００４７】
　図７ｂ、７ｃそして７ｄは該ユーザーが歩いている時の下脚９５５を示す。該ユーザー
が前へ踏み出すと、図７ｂに示される様に、足が前へ回転するので、後ろ部材９３５は圧
縮され、Ｃ型クランプ９７１はロッド９６１の周りに締め付けられ、該締め付けは下脚９
５５を適切位置にロックし、重量が下脚９５５に転送される時にユーザー用サポートを提
供する。従って、該Ｃ型クランプ９７１の端部は遙かに互いに近くなる。図７ｃに示す様
に、ユーザーが前へ動くと、下脚９５５は足９４７上で回転し、踵は地面から上がる。下
脚９５５が前へ回転すると、後ろ部材９３５は延ばされる。該Ｃ型クランプ９７１の端部
は離れて広がり、該Ｃ型クランプ９７１は緩められ、該クランプは下脚９５５がロッド９
６１の周りで回転することを可能にする。下脚９５５が図７ｄに示す様に上げられると、
後ろ部材９３５は圧縮下にはなくなり、Ｃ型クランプ９７１をロッド９６１の周りで適切
位置にロックはしない。従って、下脚９５５は回転でき、必要ならば下脚９５５を適切位
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置にユーザーにより運動可能にできる。図７ｄで、下脚９５５は上げられ、人間の脚の運
動を模倣するために後ろへ回転される。脚が前へ回転すると、下脚９５５は図７ｂに示す
直線上の位置の方へ前に回転し、既述のステップ過程が繰り返される。
【００４８】
　図８を参照すると、該膝のもっと詳細な図解が行われる。上脚は、該Ｃ型クランプ９７
１により囲まれる円柱形ロッド９６１に結合される。該Ｃ型クランプ９７１は外側構造体
に結合された第１端部９８１を有しており、該端部は該膝の頂部かつ前部の周りに延び、
下脚の前部材９５７に取り付けられる。該Ｃ型クランプ９７１の第２端部９８３は該下脚
９５５の後ろ部材９３５に結合される。又、該Ｃ型クランプ９７１の形状はユーザーが歩
く時に幾らかのクッション作用を提供する。該Ｃ型クランプ９７１は該第１端部及び第２
　端部により下脚にのみ結合される。従って、該Ｃ型クランプ９７１は、ユーザーの体重
が上脚９５３から該円柱状ロッド９６１に印加された時に曲がる。
【００４９】
　該“Ｃ型”クランプはプラスチック材料製の柔軟な構造体として図解され、より薄い材
料であるストラップブレーキを使うことも可能であり、該ブレーキは該Ｃ型クランプに置
き換え、同じ仕方で機能する。該ストラップブレーキは、踵が地面に接し、後ろ部材が圧
縮された時に該円柱形ロッドの周りに締められる。ユーザーが足の前部上で前に動くと、
踵は上げられ、後ろ部材は引っ張り状態になり、該状態は該円柱形ロッドの周りの該スト
ラップブレーキの引っ張りを解除し、該解除は下脚の回転を可能にする。
【００５０】
　義足全体が１つの材料で作られるので、該材料面積の或る部分は同じ材料に対しスライ
ドする。該材料が同じ硬さを有するので、両ピースは摩耗する傾向にある。自己潤滑材料
無しでは、該スライド作用は摩耗と、足及び膝内のスライド面への破損に帰着する。これ
はスムーズなスライド面が破損する摩擦に帰着し、該摩擦は膝及び足の動きを変え、結果
的に該脚を故障させる。
【００５１】
　或る実施例では、義足を作るため使用される材料は自己潤滑性プラスチック材料であり
、該材料は破損せずに自身とスライドする。スライド摩擦を減じるためにスライド範囲に
グリース、グラファイト又はテフロン（登録商標）の様な潤滑材料を置くことも可能であ
る。又、スライド摩擦を減じ、面の浸食を減じるために部品間に潤滑剤が使用できる。或
る実施例では、スライド面は潤滑材料で含浸された凹部又は多孔性範囲を有するようでき
る。該潤滑剤は消耗したら置き換えできる。
【００５２】
　他の実施例では、部品が同じ材料に対しスライドしないように追加部品が義足に付加で
きる。或る実施例では、回転点で脚にブッシング又はベアリングが付加される。該ブッシ
ングはステンレス鋼、セラミック、デルリン（登録商標）（Ｄｅｌｒｉｎ）又は「テフロ
ン」の様な潤滑性材料で作られる。他の実施例では、ベアリングが使われる。該ベアリン
グはローラー、ニードル、ボールベアリング又は何等かの他の種類のベアリングを有する
シールされたユニットにすることができる。ベアリング材料はセラミック、金属又はプラ
スチックにできる。スライド面間に該ブッシング及び／又はベアリングを保持するために
公知の機構が使用できる。
【００５３】
　図９を参照すると、足首の詳細な図解が示される。実施例では、スライドする凹面（又
は凸面）は望ましい位置にベアリング９２３を保持する隙間、孔又はくぼみを提供する凹
部範囲９２１を有するようできる。該ベアリング９２３はボール、円柱形ローラー又は何
等かの他の種類の回転ベアリング構造体又はスライドするブッシング構造体にできる。こ
れらの凹部範囲９２１は、該スライド面付近に等しく配分されたベアリング９２３又はブ
ッシングを保つベアリングレースとして機能できる。この実施例で、ベアリング９２３は
球形であり、凹部範囲９２１は形が円形、円柱形又は半球形であり、凹面９２７内に形成
される。ベアリング９２３は足（示されてない）と一緒にされた足根関節の外側凸型球面
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９３３に対して回転する。
【００５４】
　又、説明されたベアリングシステムは本発明の義足の生産性を改善する。好ましい実施
例では、部品は急速プロトタイプ製作機械を使って同時に作られる。部品は容易に同時に
作られ、スムーズであり、非常に狭い間隔を有するボール及びソケットの様な部品を創る
ことは難しい。ベアリングがスライドする脚部品内で使われる時、該間隔は遙かに重要性
は低い。該スライド部品は運動部品間の大きなギャップと同時に作ることができる。製作
後、該部品間にベアリングが挿入できる。該ベアリングはスムーズなスライド機構を提供
し、又、スライドする部品間の嵌合をきつくする。もし、該ブッシング又はベアリングが
摩耗したなら、これらブッシング、ベアリングは取り換えられ、これで脚が修理され得る
　。対照的に、もし該スライド面が浸食されたならば、スライド嵌合の連結を修理するの
は遙かに難しい。
【００５５】
　或る実施例では、ＣＡＤシステムはグラフィカルユーザーインターフエース（ＧＵＩ）
を有し、該インターフエースは義肢設計者が脚及び整形外板の外観を容易に変えることを
可能にする。該ジーユーアイは特殊な、誂えた、私有的なアップリケーションにできるし
、或いはプロ／イー（Ｐｒｏ／Ｅ）の内部に作られたＣＡＤモデルに簡単にできる。該ジ
ーユーアイは義足が、ユーザーの皮膚カラーに好ましく合致する特定のカラーで見られる
ことを可能にすることができ、他のカラーにもできる制御部を有する。
【００５６】
　義肢設計者が義足の設計を完了すると、ＣＡＤソフトウエアにより作られた該設計デー
タは、健常な側の脚から取られ、鏡像化された走査データの独特のデータと結合され、独
特にそして誂えて製作される脚を創るよう使用できる。急速プロトタイプ製作法は、金属
及びプラスチックスを含む種々のタイプの材料から部品を作るためにデジタル設計データ
及びソフトウエアを使用する一般的カテゴリーである。これらの機械は液体又は粉体化材
料のベッドを横切るよう逸らされたエネルギービームを使うことが多い。エネルギービー
ムへの露光は材料を一緒に溶けさせ、硬化させる。これらの製作機械は全部の誂え義肢部
品を創生することが出来る。
【００５７】
　急速プロトタイプ製作機械で義足部品を作るために、ＣＡＤ設計データは変型されなけ
ればならない。部品用の普通のＣＡＤ設計データは、該部品の長さに沿って延びる多くの
平行断面のベクトルデータに変換される。ＣＡＤソフトウエアと該製作機械との間で伝達
されるデータは、多くの連結された３角形ファセットにより該部品断面の形状を近似する
。より小さいファセットはより高い質の面を作るが、より多くの計算時間を要し、非常に
大きい製造データセットを創る。ＣＡＤ設計プログラムの出力は標準エステーエル（ＳＴ
Ｌ）フアイルとすることができ、該フアイルはジェイピージーエクスポート（ＪＰＧ ｅ
ｘｐｏｒｔ）の様なエクスポートオプションか又は他のフアイルフォーマットとすること
ができる。
【００５８】
　部品断面のベクトルデータは急速プロトタイプ製作走査器の制御器により読まれ、該制
御器は該ベクトルデータを移動情報に変換し、該移動情報はエネルギービーム走査ヘッド
へ送られる。レーザービームの実施例では、該急速プロトタイプ製作機械は２つのミラー
を有する走査ヘッドを備え、該２つのミラーは液体又は粉体材料のバス上でレーザービー
ムをＸ及びＹ座標内で偏向される。次いで、該製作情報は連続して各部品断面を創るため
にプリントヘッド断面を制御するよう使われる。該走査ヘッド制御器は該製作データを読
み、該プリントヘッドに液体、粉体又はシート材料の連続層をレーザー光の精密パターン
へ露光させる。一旦、該層が完全に形成されると、該部品は該バス内に移動するので、材
料の薄層は前に形成された層をカバーする。該過程は多数回繰り返され、新層が形成され
、前に形成された層へ融かされる。電子ビーム実施例では、電子ビームは磁場により材料
のバス上でＸ－Ｙ座標内を偏向される。部品断面は部品製作が完了するまで連続的に形成
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される。
【００５９】
　付加的製造式急速プロトタイプ製作の第１の利点は、義足の内部枠組みと外面の様な非
常に複雑な形状と幾何学的特徴を創る能力である。光重合体の様なプラスチック材料から
軽量で強い義肢が急速プロトタイプ製作機械で作られる。急速プロトタイプ製作の追加の
利点は複雑で、相互結合され組み立てられる部品を１運転で創る能力である。対照的に、
従来技術により使われる従来手段は個別製造の多くの部品を要し、それに続く該部品の組
立がある。従って、仮令個別部品は部品自体作るのに非常に少ししか費用が掛からなくて
も、その組立は著しいコストを付加する。
【００６０】
　該急速プロトタイプ製作過程は、熱可塑性材、光重合体、金属粉体、共融金属、チタン
合金及び他の材料を含む種々の材料に適用できる。本発明の義足が廉価であるよう意図さ
れているので、好ましい材料は熱可塑性材料である。幾つかの好適な急速プロトタイプ製
作機械の例は、エーオーエスゲーエムベーハー（ＥＯＳ ＧｍｂＨ）によるレーザーシン
タリング機械、アーカムエイビー（Ａｒｃａｍ ＡＢ）による電子ビームシンタリング機
械、そしてスリーデーシステム社（３Ｄ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｃｏｒｐ．）によるレーザース
テレオリトグラフィー機械及び選択レーザーシンタリング機械である。同様な製作過程は
、付加的製造法、急速製造法、成層製造法、スリーデープリント法（３Ｄ ｐｒｉｎｔｉ
ｎｇ）、レーザーシンタリング、電子ビーム溶融法等の名前で知られている。これらの製
作過程の全ては、部品全体が完成するまで、各層を形成するために材料の精密パターンを
固体化するよう材料のバス上でエネルギー保有ビームを走査する類似動作原理を使う。
【００６１】
　もう１つの可能な製作過程は溶融材料堆積法である。溶融材料堆積法は材料を多層に重
ねることによる“付加”原理で機能する。プラスチック繊維又は金属線がコイルから捲き
解かれ、材料が押し出しノズルへ供給され、該ノズルは流れをオンとオフに切り替える。
該ノズルは該材料を融かすために加熱され、該ノズルはＣＡＤソフトウエアにより直接制
御される数値制御機構により、水平及び垂直の両方向に動かされる。ステレオリトグラフ
ィーと同様な仕方で、ノズルからの押し出し直後にプラスチックが固まる時、モデルが層
から形成される。
【００６２】
　上記で説明され、図６ａ及び６ｂで図解される様に、膝６５１は孔内で回転するロッド
６５３に結合された複数の回転可能なリンク結合を有する。現在の急速プロトタイプ製作
機械は孔内にロッドを有した組立体を同時に形成することが出来る。しかしながら、製作
過程中にロッドが該孔へ融かされるのを防止するために隣接する部品間に小さなギャップ
が必要である。充分なギャップのみならず狭い許容差も提供するために該ロッドと対応す
る孔は断面が完全に円形でなくてもよい。
【００６３】
　図１０ａを参照すると、リンク結合部品７５７のロッド７５３と孔７５５の断面図が示
される。ロッド７５３はより大きい半径を有して創られた２つの相対する９０度セクショ
ンと、より小さい半径を有して創られた他の２つの９０度セクションとを有する。大きい
半径と小さい半径の間の差は急速プロトタイプ製作過程により要求されるギャップ７６１
であってもよい。一旦作られると、ロッド７５３はギャップ７５５により孔７５５内で緩
い嵌合を有する。ロッド７５３及び孔７５５の元の配向は整合された上側の矢印７５９に
より示される。
【００６４】
　図１０ｂを参照すると、製作後、ロッド７５３は、矢印７５９が９０度だけオフセット
されるよう、孔７５５内で回転される。ロッド７５３の大きい半径のセクションは、なお
自由なスライド回転を可能にする狭いギャップを有しながら、孔７５５の小さい半径に隣
接する。これは非常に狭く嵌合するロッド７５３と孔７５５の間の２つのスライド面と、
遙かに大きいギャップ７６１により分離された２つの他の隣接面とを創る。論じた様に、
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狭い許容差のスライド面を形成するこの方法は、もし該スライド面内のくぼみ内にベアリ
ングが挿入されれば、必要でない。
【００６５】
　図１１を参照すると、急速プロトタイプ製作機械を使うロッド７５３及び孔７５５の製
作が図解される。ロッド８５３と孔８５５が堆積される材料のシーケンシャルな平面に実
質的に直角である時最も精密に制御される。説明されたロッド７５３と孔７５５の形状は
、急速プロトタイプ製作機械が狭い許容差を有する回転部品を備える膝を創るために使わ
れることを可能にする。
【００６６】
　或る実施例では、義足は曲がった位置の膝を有して形成されてもよい。１８０度の角度
　は真っ直ぐな脚を表す。或る実施例では、上脚及び下脚は約２７０－３５０度の角度で
曲げられてもよく、リンク結合のロッドと孔は上記で説明した仕方で必要なギャップを有
して作られる。製作後、膝は約１８０から２６０度の普通の機能範囲まで回転できる。普
通の動作位置では、膝リンク結合のロッドと孔は狭い許容差嵌合を有し、スムーズに回転
する膝義足に帰着する。或る機構が脚を、膝リンク結合のロッドと孔が大きなギャップを
有する２６０度曲げを越えて回転することを防止する。この狭い嵌合の実施例が必要とな
るのは、他のタイプのベアリング又はブッシングが部品を狭い回転構成に保つよう使われ
ない時である。
【００６７】
　本発明の義足が作られ得る連続的な過程が図１２で表される。或る実施例では、義肢設
計者が患者の健常な侭の脚と切断された脚をレーザー走査器９０１で走査する。健常な脚
の走査からミラー画像データが創られ、切断肢の端部の走査から逆の面が創られる。足と
膝が予め設計されたプログラム９０３に基づき該義足内に集積される。次いで、外面を創
るために該ミラー画像データを使い、ソケットを創るために該逆の面を使って、該義足が
設計される。膝と足の配置が識別され、該膝と足は、健常な脚と合致する位置で該脚設計
に組み入れられる。義足設計は次いで電子データフアイル９０５に変換される。該義足デ
ータフアイルは急速プロトタイプ製作機械に伝達され、該機械は光重合体材料９０７から
１つの製作過程で脚を創る。ブッシング、ベアリング又は足ソールインサートの様な何等
かの追加部品が要求され、これらの部品は製作設備９０９で設置される。次いで、完成し
た義足が最終ユーザー９１１へ出荷される。この過程は非常に遠隔の範囲に位置した被切
断者が義肢を得ることを可能にする。デジタルデータはメールを介してデジタルメディア
上で、セルラーフォン又は衛星を介して電子的に、伝達されるので、本発明の過程は義足
の設計、製作及び配布を大いに改善する。
【００６８】
　他の実施例では、健常な侭の脚の外面を走査することなく健常な侭の脚に似るよう設計
される一般的脚を使うことが可能である。走査データ無しで本発明の義足が作られ得るシ
ーケンシャルな過程が図１３で表される。この方法では、義肢設計者は、義足９２１用の
膝と足首の位置を決定する。該義足用表面データは一般的脚から得られる。足と膝は予め
設計されたプログラム９２３に基づき該義足内に集積化される。次いで、該義足は外面を
創るために一般的脚を使って設計される。該外面は健常な脚から取られた測定値を含むよ
う変型される。例えば、該一般的脚は、対応する垂直位置で該健常な脚と同じ長さと幅を
有するよう変型される。膝と足は該健常な脚に合致する位置で脚設計に組み入れられる。
義足設計は次いで電子的データフアイル９２５に変換される。該義足データフアイルは急
速プロトタイプ製作機械へ伝送され、該機械は光重合体材料９２７から１つの製作過程で
該脚を創る。ブッシング、ベアリング又は足ソールインサートの様な何等かの付加部品が
要求され、これらの部品は製作設備９２９で設置できる。完成した義足は次いで最終ユー
ザー９３１へ出荷される。
【００６９】
　特定の実施例を参照して本発明のシステムが説明されたが、しかしながら、本発明のシ
ステムの範囲から離れることなくこれらの実施例に追加、削除及び変更が行われ得ること
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は理解されるであろう。例えば、義足を設計し、製作するため説明された同じ過程が、ソ
ケット、肘、細長い部材及び人工ハンドを有する義手の設計及び製作にも適用され得る。
説明された義肢は種々の部品を有するが、これらの部品と説明された構成は種々の他の構
成では変型され、再配備されてもよいことはよく理解されるであろう。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４ａ－４ｃ】

【図５】 【図６ａ－６ｂ】
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【図７ａ－７ｄ】 【図８】

【図９】

【図１０ａ－１０ｂ】 【図１１】
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